
復興への取組み

- 皆さんの応援に感謝！ -
ただ今農業農村の復旧・復興に全力を尽くしています！宮城県

～土地改良制度を活用したまちづくり～

土地改良法の換地制度により実施区域内に点在する住宅地跡を集積・再配置し
公共用地等として利用し，復興まちづくりと農地整備事業の連携により土地利用
の整序化を図ります。

■南三陸地区西戸川工区の例

■津波被災地域の現状と課題

農村地域での防災
集団移転促進事業

効率的・効果的な
土地利用が困難

市町が買い上げた
住宅跡地が農地の
中に点在

■課題に対する対応

復興まちづくりと連
携した農地整備事
業の実施

土地改良法の換地
制度を活用した土
地の集積・再配置 住宅跡地の有効利用

農地の大規模化
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災害危険区域
（移転促進区域）
防潮堤の設置により
津波浸水区域よりも

災害危険区域が縮小

西戸川工区内宅地移転予定戸数 ３５戸
うち災害危険区域内 ２６戸

住宅用地
防集移転７戸

集会所用地１区画

現 況

津波浸水区域

町道西戸線

国道４５号線

２級河川西戸川

防集事業による移転先地造成（Ｈ27年4月）


